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（
歳
入
歳
出
予
算
の
区
分
）

第
四
条

各
特
別
会
計
（
勘
定
に
区
分
す
る
特
別
会
計
に
あ
っ
て
は
、
勘
定
と
す
る
。
次
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項

並
び
に
第
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
を
除
き
、
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。）の
歳
入
歳
出
予
算
は
、
歳
入
に
あ
っ

て
は
そ
の
性
質
に
従
っ
て
款
及
び
項
に
、
歳
出
に
あ
っ
て
は
そ
の
目
的
に
従
っ
て
項
に
、
そ
れ
ぞ
れ
区
分
す
る
も
の

と
す
る
。

（
予
算
の
作
成
及
び
提
出
）

第
五
条

内
閣
は
、
毎
会
計
年
度
、
各
特
別
会
計
の
予
算
を
作
成
し
、
一
般
会
計
の
予
算
と
と
も
に
、
国
会
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

各
特
別
会
計
の
予
算
に
は
、
歳
入
歳
出
予
定
計
算
書
等
及
び
第
三
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
れ
）

第
六
条

各
特
別
会
計
に
お
い
て
経
理
さ
れ
て
い
る
事
務
及
び
事
業
に
係
る
経
費
の
う
ち
、
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
れ

の
対
象
と
な
る
べ
き
経
費
（
以
下
「
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
対
象
経
費
」
と
い
う
。）が
次
章
に
定
め
ら
れ
て
い
る
場

合
に
お
い
て
、
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
対
象
経
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
に
限
り
、
予
算
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
般
会
計
か
ら
当
該
特
別
会
計
に
繰
入
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
章

雑
則
（
第
二
百
二
十
二
条
）

附
則

第
一
章

総
則

第
一
節

通
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
一
般
会
計
と
区
分
し
て
経
理
を
行
う
た
め
、
特
別
会
計
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、そ
の
目
的
、

管
理
及
び
経
理
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
設
置
）

第
二
条

次
に
掲
げ
る
特
別
会
計
を
設
置
す
る
。

一

交
付
税
及
び
譲
与
税
配
付
金
特
別
会
計

二

地
震
再
保
険
特
別
会
計

三

国
債
整
理
基
金
特
別
会
計

四

財
政
投
融
資
特
別
会
計

五

外
国
為
替
資
金
特
別
会
計

六

エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
特
別
会
計

七

労
働
保
険
特
別
会
計

八

年
金
特
別
会
計

九

食
料
安
定
供
給
特
別
会
計

十

農
業
共
済
再
保
険
特
別
会
計

十
一

森
林
保
険
特
別
会
計

十
二

国
有
林
野
事
業
特
別
会
計

十
三

漁
船
再
保
険
及
び
漁
業
共
済
保
険
特
別
会
計

十
四

貿
易
再
保
険
特
別
会
計

十
五

特
許
特
別
会
計

十
六

社
会
資
本
整
備
事
業
特
別
会
計

十
七

自
動
車
安
全
特
別
会
計

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
特
別
会
計
の
目
的
、
管
理
及
び
経
理
に
つ
い
て
は
、
次
章
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

第
十
一
節

森
林
保
険
特
別
会
計
（
第
百
五
十
条
e

第
百
五
十
七
条
）

第
十
二
節

国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
（
第
百
五
十
八
条
e

第
百
七
十
一
条
）

第
十
三
節

漁
船
再
保
険
及
び
漁
業
共
済
保
険
特
別
会
計
（
第
百
七
十
二
条
e

第
百
八
十
一
条
）

第
十
四
節

貿
易
再
保
険
特
別
会
計
（
第
百
八
十
二
条
e

第
百
九
十
二
条
）

第
十
五
節

特
許
特
別
会
計
（
第
百
九
十
三
条
e

第
百
九
十
七
条
）

第
十
六
節

社
会
資
本
整
備
事
業
特
別
会
計
（
第
百
九
十
八
条
e

第
二
百
九
条
）

第
十
七
節

自
動
車
安
全
特
別
会
計
（
第
二
百
十
条
e

第
二
百
二
十
一
条
）

第
二
節

予
算

（
歳
入
歳
出
予
定
計
算
書
等
の
作
成
及
び
送
付
）

第
三
条

所
管
大
臣
（
特
別
会
計
を
管
理
す
る
各
省
各
庁
の
長
（
財
政
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
二

十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
各
省
各
庁
の
長
を
い
う
。）を
い
う
。
以
下
同
じ
。）は
、
毎
会
計
年
度
、
そ
の
管
理
す
る
特

別
会
計
の
歳
入
歳
出
予
定
計
算
書
、
繰
越
明
許
費
要
求
書
及
び
国
庫
債
務
負
担
行
為
要
求
書
（
以
下
「
歳
入
歳
出
予

定
計
算
書
等
」
と
い
う
。）を
作
成
し
、
財
務
大
臣
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

歳
入
歳
出
予
定
計
算
書
等
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

国
庫
債
務
負
担
行
為
で
翌
年
度
以
降
に
わ
た
る
も
の
に
つ
い
て
の
前
年
度
末
ま
で
の
支
出
額
及
び
支
出
額
の
見

込
み
並
び
に
当
該
年
度
以
降
の
支
出
予
定
額
並
び
に
数
会
計
年
度
に
わ
た
る
事
業
に
伴
う
も
の
に
つ
い
て
は
当
該

事
業
の
計
画
及
び
進
行
状
況
そ
の
他
当
該
国
庫
債
務
負
担
行
為
の
執
行
に
関
す
る
調
書

二

前
々
年
度
末
に
お
け
る
積
立
金
明
細
表

三

前
々
年
度
の
資
金
の
増
減
に
関
す
る
実
績
表

四

前
年
度
及
び
当
該
年
度
の
資
金
の
増
減
に
関
す
る
計
画
表

五

当
該
年
度
に
借
入
れ
を
予
定
す
る
借
入
金
に
つ
い
て
の
借
入
れ
及
び
償
還
の
計
画
表

六

前
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
次
章
に
お
い
て
歳
入
歳
出
予
定
計
算
書
等
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

さ
れ
て
い
る
書
類

（
弾
力
条
項
）

第
七
条

各
特
別
会
計
に
お
い
て
、
当
該
特
別
会
計
の
目
的
に
照
ら
し
て
予
算
で
定
め
る
事
由
に
よ
り
経
費
を
増
額
す

る
必
要
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
予
算
で
定
め
る
事
由
に
よ
り
当
該
経
費
に
充
て
る
べ
き
収
入
の
増
加
を
確
保
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
金
額
を
限
度
と
し
て
、
当
該
経
費
を
増
額
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
経
費
の
増
額
に
つ
い
て
は
、
財
政
法
第
三
十
五
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
三
十
六

条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
三
十
五
条
第
二
項
中
「
各
省
各
庁
の
長
は
、
予
備
費
の
使

用
」
と
あ
る
の
は
「
所
管
大
臣
（
特
別
会
計
を
管
理
す
る
各
省
各
庁
の
長
を
い
う
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）

は
、
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
経
費
の
増
額
」

と
、
同
条
第
三
項
中
「
予
備
費
使
用
書
」
と
あ
る
の
は
「
経
費
増
額
書
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
予
備
費
使
用
書
」

と
あ
る
の
は
「
経
費
増
額
書
」
と
、「
当
該
使
用
書
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
増
額
書
」
と
、
同
法
第
三
十
六
条
第
一
項

中
「
予
備
費
を
以
て
支
弁
し
た
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
経

費
の
増
額
」
と
、「
各
省
各
庁
の
長
」
と
あ
る
の
は
「
所
管
大
臣
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
予
備
費
を
以
て
支
弁
し
た

金
額
」
と
あ
る
の
は
「
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
経
費
の
増
額
」
と
、
同
条
第
三
項

中
「
予
備
費
を
以
て
支
弁
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
の
」
と
、「
各
省
各
庁
」
と
あ
る
の
は
「
各
特
別
会
計
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
節

決
算

（
剰
余
金
の
処
理
）

第
八
条

各
特
別
会
計
に
お
け
る
毎
会
計
年
度
の
歳
入
歳
出
の
決
算
上
剰
余
金
を
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
剰
余

金
か
ら
次
章
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
特
別
会
計
の
積
立
金
と
し
て
積
み
立
て
る
金
額
及
び
資
金
に
組
み
入
れ

る
金
額
を
控
除
し
て
な
お
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
当
該
特
別
会
計
の
翌
年
度
の
歳
入
に
繰
り
入
れ
る
も
の
と

す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
翌
年
度
の
歳
入
に
繰
り
入
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
金
額
の
全
部
又
は
一
部
に

相
当
す
る
金
額
は
、
予
算
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
般
会
計
の
歳
入
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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